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障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
方
お
よ
び

ひ
と
り
親
家
庭
の
方
に
は
「
加
東
市
福
祉

年
金
」
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
　
 

　
平
成
２１
年
９
月
２
日
か
ら
平
成
２２
年
９

月
１
日
の
間
に
、
新
規
に
障
害
者
手
帳
を

取
得
さ
れ
た
方
お
よ
び
ひ
と
り
親
家
庭
と

認
定
さ
れ
た
方
に
は
、
福
祉
年
金
支
給
申

請
書
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
９
月
１６
日
（木）

ま
で
に
必
ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
な
お
、
昨
年
、
福
祉
年
金
を
受
給
さ
れ

た
方
は
自
動
更
新
と
な
り
ま
す
の
で
申
請

は
不
要
で
す
が
、
口
座
を
変
更
さ
れ
る
場

合
は
、
口
座
変
更
届
出
書
が
必
要
で
す
。

印
鑑
お
よ
び
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
 

※
こ
の
ほ
か
、
福
祉
年
金
の
対
象
と
思
わ

　
れ
る
方
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

　
く
だ
さ
い
。
 

申
請
窓
口
 

　
各
庁
舎
の
窓
口
セ
ン
タ
ー
 

支
払
日
　
 

　
１０
月
２５
日
（月）
に
指
定
口
座
へ
振
り
込
み

ま
す
。
 

問
い
合
わ
せ
 

●
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の
方
 

　
福
祉
部
社
会
福
祉
課
（
社
庁
舎
）
 

 
1
４
３
・
０
４
０
９
 

●
ひ
と
り
親
家
庭
の
認
定
を
受
け
ら
れ
た
方
 

 
福
祉
部
子
育
て
支
援
課
（
社
庁
舎
）
 

 
1
４
３
・
０
４
０
８
 

■
子
ど
も
手
当
の
申
請
を
さ
れ
て
い
な
い
方
 

　
中
学
生
の
お
子
さ
ま
が
い
る
方
や
、
所

得
制
限
に
よ
り
児
童
手
当
を
受
給
で
き
な

か
っ
た
方
も
、
子
ど
も
手
当
の
受
給
対
象

に
な
り
ま
す
の
で
、
９
月
３０
日
（木）
ま
で
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
９
月
３０
日
ま
で
に
申
請
を
さ
れ
る
と
、

４
月
分
か
ら
の
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
の

で
、
ま
だ
申
請
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

お
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
 

・
９
月
３０
日
ま
で
に
申
請
さ
れ
た
場
合
 

　
４
月
分
の
手
当
か
ら
支
給
 

・
１０
月
以
降
に
申
請
さ
れ
た
場
合
　
　
　

　
申
請
月
の
翌
月
分
の
手
当
か
ら
支
給
 

■
子
ど
も
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
 

　
子
ど
も
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、

児
童
の
養
育
状
況
や
加
入
年
金
を
確
認
す

る
た
め
、
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

ま
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
お
早
め

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

※
現
況
届
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
６

　
月
分
以
降
（
１０
月
支
払
分
）
の
手
当
が

　
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
 

問
い
合
わ
せ
 

　
福
祉
部
子
育
て
支
援
課
（
社
庁
舎
）
 

　
1
４
３
・
０
４
０
８
 

 

　
６
月
に
対
象
者
に
お
届
け
し
た
無
料
ク

ー
ポ
ン
券
の
使
用
期
日
は
、
１２
月
３１
日
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
後
半
は
大
変
混
み
合

い
ま
す
。
早
め
に
予
約
を
し
て
受
診
し
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
 

　
な
お
、
加
東
市
へ
転
入
さ
れ
た
方
、
ま

た
は
加
東
市
か
ら
転
出
さ
れ
る
方
は
、
お

手
持
ち
の
ク
ー
ポ
ン
券
を
転
入
、
転
出
先
 

の
市
町
村
の
ク
ー
ポ
ン
券
に
引
き
換
え
な

い
と
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
 

　
く
わ
し
く
は
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
 

※「
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
の
対
象
者
」は
、
広

　
報
か
と
う
６
月
号
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
 

問
い
合
わ
せ
 

　
市
民
安
全
部
健
康
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー
） 

　
1
４
３
・
０
４
３
５
 

 

福
祉
年
金
の
申
請
を
お
忘
れ
な
く 

子
ど
も
手
当
の 

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？ 

 

女
性
特
有
の
が
ん
検
診 

無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を
お
持
ち
の
方
へ 

新
規
に
障
害
者
手
帳
を
取
得
さ
れ
た
方
、
ひ
と
り
親
家
庭
と
認
定
さ
れ
た
方
へ
 

対象者 

身体障害者手帳　1・2級 
　　　〃　　　　3・4級 
　　　〃　　　　5・6級 

対象者 

精神障害者保健福祉手帳　1・2級 
　　　　　〃　　　　　　3級 
障害基礎年金（精神）　　1・2級 

支給額（年額） 支給額（年額） 

15,000円 
 8,000円 
 5,000円 

 15,000円 
8,000円 
15,000円 

 
療育手帳　A・B1 
　 〃　 　B2

ひとり親家庭で 
18歳未満の児童を養育する方 

15,000円 
 8,000円 

 

 15,000円 
 

5,000円 
 

1人目 
2人目から 
1人につき 
 

※１年以上加東市に住所を有している方が対象となります。 
※２つ以上の項目に該当する時は、最も支給額の多い項目が適用されます。 
※ 障害の等級などの基準日は平成２２年９月１日です。 
 

〜
検
診
は
早
め
に
受
け
ま
し
ょ
う
〜 


